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１ はじめに 

（１）策定の経緯 

令和２年１月２１日、当センター入所棟において非常勤職員（当時）が入所児童にわいせつ行

為を行った疑いで逮捕されるという事案が発生した。 

当センターは、障がいのある児童に対し、総合的な療育1を通じて安心安全な生活の場を提供

するとともに、将来を見据えその成長を支援するという重要な役割を担っている。こうした事態

の発生は断じて許されることではなく、二度と起こさないという強い決意の下、令和２年２月に

「こども総合療育センター入所棟における性的虐待再発防止策」を策定した。 

さらに、令和２年３月１９日に熊本県知事から児童福祉法に基づく改善勧告を受けたことを

踏まえ、性的虐待を含むすべての児童虐待（身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待）

に対し、その発生を未然に防ぐため、センター全体における行動改善計画を策定することとし

た。 

 

（２）策定にあたって 

すべての虐待に関して、センター全体の現状についての課題を組織的に明らかにし、その行動

改善策を検討した。 

策定を進めるにあたり、令和２年１月からセンター内に臨時的措置として児童虐待原因究明・

再発防止対策本部（以下「対策本部」という。）及び事務局を置き、令和２年４月からは、虐待

防止・身体拘束抑制委員会を改組した風通しの良い施設づくり・虐待防止委員会（以下「虐待防

止委員会」という。）及び幹事会において、全職員からの意見聴取を踏まえ協議等を行った。ま

た、虐待防止委員会の外部委員（児童養護施設長、支援学校長、社会福祉学部教授、保護者代表）

からの助言を得るとともに、入所児童の保護者から得られた意見についてもその反映に努めた。 

 

２ 当センターの所是・指針及び行動指針について 

当センターは、『科学には限界があるが、愛情には限界がない。人として自らを律し、こどもの自

立をはぐくもう』を所是としている。また、指針として『１．生命の輝きを支えよう、２．個性の輝

きを育てよう、３．未来の輝きを信じよう』も定めている。 

しかし、このような所是や指針はあったものの、それらを踏まえた職員の行動指針としてまで落

とし込めておらず、職員一人ひとりがセンターの所是や指針を達成するために、具体的にどのよう

に行動すべきかを共有しているとはいえない状況であった。 

今後は、センター全職員が一丸となり、センターのあり方を検討していくなかで、所是及び指針

に基づき、より具体的な職員の行動指針を導き出していくこととした。特に行動指針については、

職員一人ひとりの思いを踏まえながら話し合っていくことが、なにより大切であることを考慮し、

本行動改善計画の実践のなかで定めることとしている。この過程と計画の実践を職員一人ひとりが

主体的に行うことで、後述の「４ 当センターにおける虐待の発生につながる恐れのある課題及び

改善策」にもつながるものと考えられる。 

                                                      

1 障がいのある児童（またはその疑いのある児童）に対し、その家族を含めた支援機関（医療、教育、福祉、母子保健等）が連携

しながら、児童の心身の成長をうながす取組みの総称。 
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３ 児童虐待に対する基本的な考え方 

児童虐待は生活の延長線上に起こりうるという危機感を持ち、虐待の発生を予防するためには虐

待という事象のことだけに焦点を当てるのではなく、日常的な児童と職員との関わりの中で防止策

を講じなければならないということを基本的な考え方とし、職員が生き生きとやりがいを持って児

童に向き合えるよう、風通しの良い施設づくりが、ひいては児童の人権が尊重され、子どもたちが

生き生きと日々の生活を送ることができる環境づくりにつながると考える。 

 

本計画のなかでもすぐに確認ができるよう、以下にそれぞれの虐待に関する概要を記載する。 

 

身体的虐待…児童の身体に外傷が生じる又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

性的虐待 …児童にわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること。 

ネグレクト…児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外

の同居人による身体的虐待、性的虐待、心理的虐待と同様の行為の放置その他の保

護者としての監護を著しく怠ること。 

心理的虐待…児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配

偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 

＜参考＞児童虐待の防止等に関する法律，子ども虐待対応の手引き（厚生労働省） 

 

障がい児又はその疑いのある児に対して、診療・入所・通所等を通じて療育を行う。診療・入所

については、児童福祉法に基づく「病院機能を併せ持つ児童福祉施設」との位置づけである。また、

県内の地域療育体制構築を目的とした支援を行う拠点施設の役割を有する。 

なお、入所対象児童は肢体不自由児である。 
 

＜定 員＞ 

診療・入所：医療型障害児入所施設 60 人 

【医療棟 20(うち家族棟 8)、生活棟 40(風の丘 20、虹の丘 20)】 

通   所：医療型児童発達支援センター 20 人（肢体不自由児） 

福祉型児童発達支援センター 30 人（発達障がい児） 

 

＜診療科＞  

整形外科、リハビリテーション科、小児科、歯科、泌尿器科、児童精神科  

 

＜組織・職員数＞ 

事務部(総務課)、診療部(外来、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ、心理、栄養、入所棟医療/生活）、地域療育部(通園、地域支援、

連携調整) 

職員総数 139 人（正職員 92 人、会計年度任用職員等 47 人）（R5.4.1 現在） 

 

＜入所利用状況＞ 

入所児童：23 人（R5.3.1 現在）、短期入所実績日数（日中一時含）：延 6 日（R4 年度） 

当センターの概要 
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４ 当センターにおける虐待の発生につながる恐れのある課題、改善策及び令和５年度の実施状況等 

  

 

（１）虐待防止体制に関すること                                  

ア 虐待防止体制 

課題：虐待防止・身体拘束抑制委員会を設置し、年２回の全体研修と各セクションでの研修会を行ってきたが、虐待防止体制が十分に図られてい

たとはいえず、取組み実績の把握と進行管理も具体性に欠け不十分だった。 

☛改善策 

 取組内容 実施時期 令和５年度の実施状況等 

①  虐待対応マニュアルを必要に応じ見直すとともに、各

セクション1内研修等において活用する。 

（R2.4 見直し内容：自己チェックリストの修正、虐

待が疑われる事案に気づいた場合の動きをフローチャ

ートで示す等） 

R2.4月～ 

 

◆各セクション内において、各月の研修の時間等を使って、マニュアル

（令和 3 年 5 月見直し）を各人に配布し、マニュアルの確認、虐待防止に

焦点をおいた研修等を実施。 

◆虐待対応マニュアルの虐待発見時のフローチャートについて、令和 5 年

11月に見直した。 

◆虐待対応について、年内にロールプレイを実施予定。（連携調整・外来） 

 

②  虐待防止・身体拘束抑制委員会の改組・機能強化とし

て、外部委員を加え、「風通しの良い職場づくり・虐

待防止委員会」を発足する。定例会議は月１回開催

し、必要に応じて臨時会議を開催する。 

 

外部委員を含めた会議は年１回以上開催する。 

R2.4月～ 

 

 

 

 

 

◆月 1 回の運営会議時に「風通しの良い施設づくり・虐待防止委員会」の

定例会議を開催し、職員の採用・転入時の虐待防止研修の実施状況等を確

認。 

 

◆令和６年２月に開催。 

③  虐待防止委員会に、各セクションの虐待防止担当から

構成された幹事会を設置する。幹事会は、年度初めに

虐待防止に関する研修の年間計画（全体研修、セクシ

ョン内研修、他施設交流）を立案するとともに、進行

管理表を作成する。 

R2.5月～ ◆幹事会の会議を毎月開催。 

◆幹事会がセクション内研修の年間計画及び研修実績を記載する進行管理

表を作成し、各セクションが研修計画及び実績を記載。 

◆5月に担当者が年間計画を立案。外来スタッフ全 

員でカンファレンスを行い、修正し、進行管理表 

                                                      

1 セクション：センターすべての部署を指す総称。事務部(総務課）、診療部（外来、リハビリテーション、心理、栄養、医療棟、生活棟）、地域療育部（通園、地域支援、連携調

整）。 
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を作成した（外来） 

④  虐待防止委員会は虐待防止に関する研修の開催等を決

定する。また、定例会議で研修の進行管理を行い、必

要に応じて指示を行う。なお、採用・転入時の研修に

おいては同委員会が採用・転入職員に対し直接受講に

ついて確認する。 

R2.4月～ ◆9 月に、職員のメンタルヘルスに関する研修を、心理士が講師となっ

て、実施。 

◆定例会議において採用・転入時研修実施を確 

認。 

⑤  職員は各セクション内において本行動改善計画の実施

状況を確認する。見直し等が必要な場合、虐待防止委

員会または幹事会へ報告する。 

R5年度内 ◆虐待防止委員会による四半期ごとの実施確認前 

に、各セクション内の実施状況を確認。 

⑥  虐待防止委員会は本行動改善計画の実施状況を四半期

毎に確認する。改善や修正が必要な場合、全職員に共

有し、指示を行う。 

R2.7月～ ◆四半期の実施状況を定例会議において確認。 

◆12月の虐待防止委員会にて、本行動改善計画の 

変更を提案し、内部承認を得た。（委員会） 

⑦  今回の事件を風化させないよう、毎年 1 月は虐待防止

月間とし、虐待防止委員長（所長）が訓示を行う。 

毎年 1月 ◆令和６年の仕事始め式の際に、所長が訓示を行 

た。 

⑧  外部委員による本行動改善計画の進捗状況等の評価を

年１回以上実施する。 

R5年度内 ◆外部委員出席の虐待防止委員会を令和６年２月に開催し、評価を依頼。 

 

（２）職員の資質に関すること 

ア 職員採用方法（非常勤職員等） 

課題：採用試験において、面接等を実施しているが、受験者の特性や認識（職員としての子どもとの関わり方等）を詳細に把握できる体制が整って

いなかった。 

☛改善策 

 取組内容 実施時期 令和５年度の実施状況等 

①  職歴がある職員については、前職の退職理由を問う。

疑問を抱いた場合は採用を見送る。 

R2.3月～ ◆令和５年４月～６月（計１回）、７月～９月（計 

２回）、１０月～１１月（計５回）の会計年度任用 

職員、育休等代替臨時職員の採用試験は、面接員 3 

人により実施し、受験者に子どもの人権尊重・虐 

待防止に関する考えを記述させる事前記入調書を 

作成させ、面接時に受験者にその調書を基に質疑 

を行い、本人の児童福祉に従事する能力や適性を 

慎重に判断している。 

②  当センターで行う採用面接は３名以上で行い、受験者

の特性を見極めるため、子どもの人権尊重・虐待防止

について自身の意見を記入する事前記入調書の導入

等、児童福祉に従事する能力や適性を慎重に判断す

る。 

R2.3月～ 

③  不適切な人材の就業希望を抑止するため、採用面接時 R2.3月～ 
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に、当センターの虐待防止に関する取組みについて説

明する。 

 

イ 採用時・転入時研修等 

課題：当センターでの勤務にあたり、実務に関する研修が優先され、任用時に行うべき倫理や虐待防止等の研修や指導が、十分に実施されていな

い部分があった。 

☛改善策 

 取組内容 実施時期 令和５年度の実施状況等 

①  全職員任用時に、倫理・接遇・虐待防止についての研

修を実施する。 

R2.4月～ ◆任用時に合わせて、４月３日付け採用・転入は合同により、その他は各

セクションにより研修を実施。虐待防止委員会定例会議において毎月研修

実施を確認。 

◆７月までに接遇のチェックリストの作成、外来スタッフに周知、内容説

明を行った。（外来） 

◆９月２１日虐待全体研修に業務調整を行い全員参加。9 月２２日、９月

２５日に接遇チェックリストを実施（外来） 

◆接遇委員会にてチェックリストを作成、内容の確認を全職員で行った。

（医療棟） 

 

②  新任及び転入職員研修会において、各講義で当センタ

ーの目的や役割に加え『子どもの育ち』の視点も学べ

るよう組込む。 

R2.4月～ ◆４月２０日及び５月１８日に研修会を実施。（所 

長：療育について 等） 

 

ウ 職員の虐待に関する意識 

a.課題：虐待に関する視点が乏しい場合、職員側が誤った認識を持ってしまい、児童への虐待行為を見逃してしまう可能性がある。 

☛改善策 

 取組内容 実施時期 令和５年度の実施状況等 

①  セクション内研修の時間を活用し、虐待対応マニュア

ル・身体拘束対応マニュアル等を用い、日常業務内で

もどのような対応が虐待にあたるのかお互いに話し合

う。 

R2.5月～ ◆各セクションにおいて実施中。 

◆虐待防止委員会幹事会において各セクションでの研修方法、内容を情報

共有した。 

◆進行管理表に沿って、各マニュアルの読み直しを 

し、日々の業務中も虐待や拘束にあたるのではない 
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かという意識をもって行っている。(生活棟) 

②  児童の生活状況を広く捉え、虐待の兆候がないかの視

点も踏まえて関わり、記録する。 

R2.4月～ ◆各セクションにおいて気になる点があった場合は記録。 

◆電子カルテにより、経過表に記入欄を作成。毎日チェックを行うように

している。記入方法についてはマニュアルを作成し、医療棟の虐待防止マ

ニュアルに綴っている。 

◆毎日チェックを行っている。外泊時の状況（特に措置入所児の外泊）に

ついては、家族に状況を確認し、主治医と連携調整班担当と共有し、児相

にも報告している。（生活棟） 

◆ほぼ毎日経過表にチェックを行っている。気になることがあった場合詳

細を記録している。（医療棟） 

◆朝のラウンド時に子ども達やスタッフの様子を確認し、気が付いたこと

があれば病棟に伝えている。（連携調整） 

◆虐待が疑われる事案発生。アザがあったため写真に残す。外来専用のデ

ジカメがなかったため購入した。（外来） 

◆気になることや傷等があった場合には写真や記録として残し、クラス

内・療育長（必要に応じて療育部長以上や関係機関）で情報を共有してい

る。（通園） 

◆通園内で新フローチャートを共有し、療育部長 

とともに連携調整班にも報告する旨と、その目的 

を周知。（通園） 

◆記録方法について事実のみを記録するように全 

スタッフに研修を行った。 

◆虐待が疑われる案件あり、撮影した写真を電子 

カルテに保存した。（外来） 

③  職員の虐待防止に関する意識・関心を高めるため、全

職員が虐待発生防止に関する掲示物を確認する。 

R2.5月～ ◆職員が確認できる場所に複数掲示中。 

◆所是・職員行動指針をエントランス、執務室、各入所棟入口等、来訪者

や職員が見ることができる場所に掲示。 

◆毎年 1月の虐待防止月間にポスターの掲示を行 

った。また、職員名札にオレンジリボンのシール 

を貼り、虐待防止の啓発を行う。 

 

b.課題：直接児童と関わることが少ないセクションにおいては、当該セクションの職員が自分たちも子どもたちの育ちを支える一員であることへの

意識が希薄化しやすい状況にある。 
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☛改善策 

 取組内容 実施時期 令和５年度の実施状況等 

①  児童への直接支援に関わらないセクションの職員も、

入所棟での食事(検食)やイベントなどを通し、関わり

の機会を更に増やす。気づきがあれば、児童に関わる

職員に報告する。 

R2.5月～ ◆全職員に検食当番を割り当て、コロナ感染防止対策により控えてもらう

場合を除き、可能な限り児童と一緒に食べるようにしている。 

◆月 1 回のこども会は全職員に開催を周知。行事等のイベントも、可能な

限り各セクションで勤務調整して参加し、児童と関わる機会を作った。 

◆入所棟で食事介助や余暇活動ができないか師長に調整をお願いしている

（外来） 

◆医療棟食堂が狭いこともあり、医療棟で検食 

を喫食する職員がいないため、新たにテーブルを 

追加した（医療棟） 

②  職員が子どもの育ちを支える一員であることを自覚し

学ぶため、他セクションで実習する機会を設ける。 

R2.6月～ ◆８月には生活棟では地域支援班より１人の介護体験を実施した。（生活

棟） 

◆１１月に外来で１人、通園で２人、体験実習を行った（連携調整）。 

◆転入職員１人に対し、入所棟、通園、心理での 

体験実習を実施した。（リハ室） 

 

エ 職員の学び・研修 

a. 課題：変則勤務制や勤務時間の制約、また児童に対する支援時間に制約のある職員が、センターで開催される研修（虐待防止に関する研修を 

  含む）に参加できない状況がある。 

☛改善策 

 取組内容 実施時期 令和５年度の実施状況等 

①  変則勤務や非常勤の職員も参加できるよう、研修会の

開催日や時間帯を工夫し、研修目的を含めメールや紙

媒体を用いて開催を周知する。 

R2.5月～ ◆各セクション内の研修については変則勤務職員の勤務時間帯に実施する

とともに、名簿を用いて参加者を把握し、同じ研修の複数回実施や紙面研

修を行う等全員が受講できるよう工夫。全員が参加したか、最終確認まで

行っている。 

◆常時掲示型の研修を 6月より開始(医療棟) 

◆部署内研修において、週に１回程度の勤務の入浴介助職員もいるが、担

当で研修参加に漏れがないか確認し全員参加できた。（生活棟） 

◆朝の申し送り、ホワイトボードを活用し、研修会のアナウンスを行って

いる。また、多くのスタッフが研修会に参加できるよう休憩時間の調整、
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リモート研修をモニターに映し出す、等行った。（外来） 

◆発達障がいのある児童の食事の介助について、通園療育長を講師に研修

を行った（入所棟） 

◆トラウマインフォームドケアの視点で関わるため 

のスキル向上のために、CARE™研修会を定期的に実施 

した（心理）。 

②  全体研修の内容はすべてビデオ撮影を行い、一定期間

NAS（職場でネットワーク上のデータを共有できるハ

ードディスク）で公開したのち DVDを作成し、職員研

修用のライブラリーとして保管する。 

R2.4月～ ◆4月及び 5月実施の新任及び転入職員研修会は、 

ビデオ撮影したデータを NASで公開したのち DVD 

を作成し保管。 

③  センター全職員を対象に行う研修は、出欠を確認す

る。 

研修のアンケート内容は、何を学んだかを確認できる

ように工夫する。 

R2.1月～ ◆9 月に実施の虐待防止全体研修（メンタルヘルス）については、記名ア

ンケート提出により受講者及び学んだ内容等を確認。 

◆全体研修はシフトの都合で参加できなかった者 

については書面研修を実施。（医療棟） 

④  研修欠席者は、資料や DVD等を用いて同一の研修を必

ず受講し、受講結果はアンケート等で各研修の実施担

当委員会等が確認する。欠席者対象の研修は、学びの

共有を行える場とするため、複数人で行う。 

R2.1月～ ◆9 月に実施の虐待防止全体研修（メンタルヘルス）については、欠席者

に対しても動画で受講できるよう対応し、アンケート提出により受講を確

認した。未受講者については、それぞれ、動画視聴を行い、感想の提出を

求めた。 

◆全体研修はシフトの都合で参加できなかった者 

については書面研修を実施。（医療棟） 

 

b.課題：他の先進的な施設の取組みの吸収や、多様な専門職種による気づきを活かせる仕組みが不十分だった。  

☛改善策 

 取組内容 実施時期 令和５年度の実施状況等 

①  職員は自己の専門性を高めるだけではなく、子どもの

権利や育ちに関わる知識を得るため、継続的に県内の

児童福祉施設との交流を行う。 

R2.2月～ 

 

◆令和５年６月、江津湖療育医療センターへの入所先変更児の相談に合わ

せて、状況確認を行った。（連携調整） 

◆12月、第一悠愛へ措置変更の相談に合わせて、状況確認を行った。（生

活棟、連携調整） 

②  職員の自己の知識を広げるための研修情報について、

総務課や虐待防止委員会等が全職員に周知する。（児

童虐待防止推進月間に子ども家庭福祉課が実施する研

修など） 

R2.4月～ ◆職員に対してはメールにて周知。メールを確認できない職員には紙面、

申し送り時及びミーティングで周知。 

◆令和５年６月から全職員に新聞切抜き回覧を行 

い、日常的に情報提供を行っている。（幹事会） 
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オ 個々の児童への支援 

a. 課題：児童に対する虐待や権利に関する教育が、関わる職員個人の裁量に任せられており、センターとして一貫した支援や教育ができていないこ

とがあった。 

☛改善策 

 取組内容 実施時期 令和５年度の実施状況等 

①  児童が戸惑ったことや困ったことなどを適切な形で職

員に伝えることができるよう、担当職員を中心に、他

職種や関係機関（松橋東支援学校や児童相談所等）

で、一人ひとりの児童の状況や発達特性にあわせた虐

待や権利等に関する教育（他児や大人との接し方、距

離感、性教育等）を行う。 

R2.2月～ 
 

◆入所時、子どもの権利とセンター職員の取組について説明し、資料を保

護者に配付。保護者に入所期間中子どもの権利について、児童に説明する

ことを伝え、担当者が児童の発達に応じて理解できるよう説明。（入所棟） 

◆全スタッフが虐待防止担当になっている（令和 3 年度から）。“児童のサ

ポート”グループが、子どもの権利について説明を行っている（保護者に

は入院時、児童には入院後２週間以内） 

子ども会でプライベートゾーン、SOS の出し方について、絵本の読み聞か

せ等の実施を検討中。 

入所児童がスタッフの名前と顔を認識し、相談しやすくする工夫として、

スタッフの写真と名前を見えるところに掲示。 

◆社会性に困難を抱えた子どもたちのコミュニケ 

ーション指導(他児や大人との接し方、距離感等) 

を中心にそれぞれの児童に合った様々な形で教育 

を実施。（通園） 

② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特に入所児童の支援については、松橋東支援学校との

連携強化を図る。  

・学校での生活状況を把握するため、学校から各児童

へのお便りや連絡は保護者の同意を得て、入所棟スタ

ッフも閲覧する。 

・学校・センター間の連絡帳を用い、医療的な記録に

加え、日々の生活状況も記録し学校と情報を共有す

る。 

・当センターの個別支援計画、東支援学校の指導計画

を保護者の同意を得て、互いに共有する。 

 

 

R2.4月～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆保護者の同意を得て、学校からのお便りや連絡帳を閲覧。松橋東支援学

校とは 4～5 月にかけ、担当児毎のケース会議を開催し、情報を共有し連携

を強化。 

◆学校・センター間の連絡帳を用い、学校はセンターの日々の生活状況の

記録、センターは学校での様子の記録を確認。個別支援会議に学校担当者

も参加。 

◆手術後等、介助に注意が必要な場合は介助方法記載の用紙を学校に提

出。 

◆各児童の担当看護師・療育スタッフ、担任とで ADL 及び個別支援計画と

指導計画を共有。 

◆必要時学校の連絡帳を確認している。術後等、注意が必要な場合は介助

の方法を記載した用紙を学校に提出している。特に、思春期の児童の様子



    

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

や性教育についての情報交換を行っている。（医療棟） 

◆9月～入所支援評価及び後期計画のため、担任の 

先生とセンター職員で情報共有をする場をセッテ 

ィングできた。普段は、各々で日常の様子を報告 

し合っている。（生活棟） 

 

 

 

 

 

 

 

・入所支援会議は、各セクションで児童の能力や課題

等の情報収集・分析を行った内容を持ち寄り開催す

る。 

・支援の目的や目標等、入所支援会議の内容を各セク

ションに持ち帰り共有する（資料の回覧・PC の共有

フォルダによる供覧等）。 

・児童の支援内容は当該児童に関わる全ての職員と共

有し、その結果を入所支援会議で検証し再検討を重ね

ていく。 

以上のことを入所支援会議で確認し合う。 

 

 

 

R2.5月～ 

 

 

 

 

 

 

 

◆各職員が入所支援会議マニュアルに基づき左記の取組を実施。 

◆左記以外には、地域の関係機関と連携し、その情報を入所支援会議等で

センター職員と共有、また実際に出向いて地域へのつなぎを実施。 

◆入所支援会議後、朝の申し送り時に情報の共有を行っている。（生活棟） 

◆入所支援会議後、朝の申し送り時に情報の共有を行っている。また毎週

金曜日に入所支援計画のカンファレンスを行っている。（医療棟） 

◆入所支援会議後、情報の共有を行っている。目 

標の中で子ども達がやりたいことを一つ上げて、子ども達にも見えるよう

掲示する予定(生活棟) 

♦こども一人ひとりの「やりたいこと」を学校への 

玄関付近に顔写真付きで掲示し目標を共有した 

（生活棟） 

 

 

b.課題：児童が職員に対し、話したいこと、伝えたいことがある時に、話しやすい環境や雰囲気が整っていなかった。 

☛改善策 

 取組内容 実施時期 令和５年度の実施状況等 

①  すべての入所児童に対し、職員から関わりをもつ時間

を確保し、コミュニケーションをとる時間を設け、記

録に残す。 

 

R2.3月～ ◆会話が可能な児童については、様子等で気になった点、コミュニケーシ

ョンがとりにくい児童については、表情や緊張の状態などストレス反応等

がないか観察し、気になった点を管理日誌に記録、共有。 

◆電子カルテの経過表に記入欄を作成。毎日チェックを行っている。記入
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方法についてはマニュアルを作成し、医療棟、生活棟の虐待防止マニュア

ルに綴っている（電子カルテ導入に伴う修正済）。気になったことがあれば

看護記録に詳細を記入している。また電子カルテになりチェックもれがほ

とんどみられなくなった。（入所棟） 

◆医療棟小児チームを発足しており、特別な時間を設け、児童の情緒面で

の関りを深めることを目的に、遊びやＡＤＬ面でのケアの充実を行ってい

る。 

◆特別な時間を行った場合経過表に記入を行って 

いる（医療棟） 

◆各勤務帯の担当リーダーが必ず 1回は記録を残している。（生活棟） 

◆変則勤務者を中心にこどもと関わる時間を設けている。また「ユニット

ケア」として電カルにも記載するようにしている。(生活棟) 

◆療育職員による在院保育を実施。(生活棟) 

◆土日に余暇活動を企画・実施している（施設周囲の散歩、シャボン玉、

通園サーキット等）。（生活棟） 

♦児をレベル別にユニットを分け関わることで、自分で動ける児のグループ

は車いすに拘束する時間が減少した。また、自分がやりたい余暇活動を要

求する機会が増えた。重度児のグループはこれまでベッドで過ごすことを

余儀なくされることが多かったが、絨毯スペースに降りてゆっくり関わる

時間が持てた。（生活棟） 

◆センター入所児を外来で見かけた場合積極的に 

声をかけ、かかわりを持っている（外来） 

②  月 1回のこども会2の開催日を周知し、児童が話しや

すい雰囲気を作るため、他セクション職員も児童の輪

に加わる。 

R2.5月～ ◆センターの行事予定表、メールで開催日を周知。他セクションからも参

加あり。 

 

③  児童が利用できる意見箱を、エントランスホール、入

所棟のわかりやすい場所に設置する。 

R2.6月～ ◆エントランスホール、生活棟内、医療棟入口にこども用の意見箱を設

置。 

◆エントランスホールには、こども用の記入用紙 

も準備している。 

④  児童の要望にすぐ応じられない時には理由を説明し、

児童の了承を得る。待つことに関して、児童の特性や

R2.4月～ ◆すぐに対応ができない場合は児童の理解度に合わせた説明を実施。待っ

てもらう場合は具体的な時間を伝えるようにしている。（入所棟） 

                                                      

2 こども会：生活棟にすべての入所児童が集まり行う会（毎月開催）。センター内行事についての話し合いや、入所棟生活でのルール決めなどを入所児童主体で行う自治会。 
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理解度に合わせて支援を行う。 ◆視覚支援が必要な児童はメモを見えるところに貼る等の工夫を行ってい

る。さらに、色が変わるタイマーを導入。視覚的に理解できるため、待つ

ことが苦手だった児も色の変化を楽しみながら待てている。(生活棟)  

◆個々の児童に合わせて絵カードやソーシャルスト 

ーリー、コミック会話などコミュニケーションツー 

ルを活用し対応（通園） 

⑤  児童が発言しやすい環境を作るため、春・夏・冬休み

等に第三者による児童への定期的な面接を行う。 

R2.8月～ ◆8 月 22 日に第三者（松橋支援学校 井上先生）による入所児の面談実

施。 

◆児童相談所による個別児童面接実施。中央児童相談所、八代児童相談所

については 7月 19日に実施。 

♦第三者面談の前には児童に面談があることを周知し、なんでも気兼ねなく

ありのままを話して良いと伝え緊張しないように関わっている。（生活棟） 

◆令和 6年 3月 28日に第三者（光明童園 堀理事長）による入所児の面談

実施予定。 

 

c.課題：言葉や文字での意思伝達が困難な児童については意思を反映する仕組みが必要である。 

☛改善策 

 取組内容 実施時期 令和５年度の実施状況等 

①  保護者から得られる児童の意思伝達方法を共有する。

また、直接関わる職員も個別支援計画等の取組み、関

わりの中で観察された表情の変化や目の動き、しぐ

さ、その他身体の動きなどを記録し、児童の意思表示

方法として共有する。 

R2.4月～ ◆入所時に支援が必要な場合は、保護者から情報収集し、記録、情報共

有。入所後も気になることがあれば保護者に確認を行っている。（入所棟） 

◆アナムネ聴取時、入所支援の要望を確認し、面会時等に情報を収集し、

アナムネ用紙、看護記録等に記録し、申し送り簿、口頭等で情報の共有を

図っている。（入所棟） 

◆連絡帳で保護者から外泊時の家庭での様子を記録いただき、情報収集を

行っている。（入所棟） 

◆入園前の聞き取りや、必要に応じてその都度児童の意思伝達法を保護者

から情報収集し職員間で共有。（通園） 

◆通園療育長の食事介助の研修を通して、非言語的コミュニケーションで

児が自分の意思を伝えることができるような支援方法を学んだ（生活

棟）。 

②  保護者から、面会や外泊中に児童の小さな変化等の気

づきを、連絡帳等の方法により伝えてもらい、関わる

職員全員で共有する。 

R2.5月～ ◆連絡帳は、家庭・職員間で共通の情報を収集・共有できるような書式を

使用。 
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◆外泊を行わない児童については居室に連絡ノートを作成し、変化や反応

などを記入。職員全員への情報共有は申し送り、看護記録、申し送り簿を

活用。（入所棟） 

◆面会時には保護者とコミュニケーションをとり、病棟での写真を渡して

いる。（入所棟） 

◆外泊があった場合は連絡帳を使用して家族と情報共有を行っている。外

泊できない児童については面会時や電話で様子を伝えた。（入所棟） 

◆連絡帳や送迎時の話し合いで得た情報を職員間 

で共有。必要に応じて保護者と個人面談を行い児 

童の状況を把握。（通園） 

 

（３）職員体制及び支援のシステムに関すること 

ア 職員体制 

a.課題：複数の業務を並行して行っている際、児童と適切に関わる時間が確保できず、児童への虐待行為を見逃す可能性がある。  

☛改善策 

 取組内容 実施時期 令和５年度の実施状況等 

①  週末だけでなく、平日の夜間も出来る限り 4棟体制か

ら 3棟体制へ変更し、生活棟の夜間の職員配置を 1名

から 2名とする。 

また、看護師以外の専門職の夜勤も導入し多様な視点

で見守りを行う。 

R2.2月～ 

 

 

◆コロナ流行期には、感染防止のため生活棟を分棟しているが（期間限

定）夜間などの巡視強化として必ず職員 2 人で巡視を行うようにしてい

る。 

◆令和５年７月からの短期入所の受け入れを調整 

している。（連携調整） 

②  各セクション長は、現状の業務量や人員配置等を客観

的に把握し、支援の必要度を考慮した人員配置やシフ

ト等を検討し調整する。必要に応じて、他セクション

職員の応援要請を行う（応援要請方法については今後

検討）ことにより、児童の直接支援に充てる時間を確

保する。  

R2.4月～ ◆９月に生活棟より食事介助の依頼が１件あり、 

スタッフの都合がつかなかったため、師長にて対 

応。（外来） 

③  センター内の各委員会において会議の効率化を図る取

組みを行う。(会議の要否等の検討、出席人数の見直

し等)  

R2年度～ ◆時間短縮のため、ホワイトボードや PC など機器の活用、会議資料等を事

前共有する等の取り組みを実施。 

◆会議出席人数の厳選を行い、効率化を図った 

◆会議出席の場合は朝のミーティングで発表し、ホワイトボードに記入し

情報を共有している。会議出席時は他のスタッフでフォローを行っている
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（外来） 

◆Webex を使用することで、各セクションにおいて会議に参加できるよう

になった。 

 

b.課題：職員の心身の状態により、児童に対しゆとりをもった支援が行えない可能性がある。 

☛改善策 

 取組内容 実施時期 令和５年度の実施状況等 

①  本庁健康サポートセンターと連携しながら衛生委員会

を中心にセンター内のストレスケア体制の充実を図

る。 

（トラウマインフォームドケア、ストレスケアの方法な

どの研修企画等） 

R2.1月～ ◆職員のストレスチェックを実施。 

◆スタッフのメンタルヘルスについての全体研修 

を９月に実施（心理） 

 

c.課題：入所棟における食事・入浴介助職員に対する支援体制が整っていなかった。 

☛改善策 

 取組内容 実施時期 令和５年度の実施状況等 

①  食事・入浴介助職員（非常勤職員）各職員にあわせた

知識・技術の習得を促進し、安心して相談できる関係

を構築するため、各々に入所棟常勤職員のサポーター

を配置する。 

R2.5月～ ◆食事・入浴介助職員各職員に対しサポーターを配置。定期的に困ってい

ること等声掛けを行い、対応。（生活棟） 

◆朝の申し送りに食事入浴介助職員も参加し、こ 

ども達に関する気づき・意見を情報共有。申し送 

り簿を一冊にまとめ、生活棟全職員に情報共有。 

（生活棟） 

②  児童の日常生活動作に関する適切な介助・支援方法に

ついて、採用後、OJT3を実施する。実施状況はチェッ

クリスト等で把握する。 

R2.6月～ ◆入所棟配属の転入者、新規採用職員にはチェックリスト、手引きを用

い、利用者の介助を通して指導。 

◆児童の散髪について、職員が行うことがあったが、理容・美容師による

散髪を徹底するようにした。家族にも説明し協力を仰いでいる。(理美容免

許のない者の散髪行為は虐待にあたる可能性があるため)（入所棟） 

◆療育長はじめクラスリーダーが新任職員に研修や対応方法を実演しなが

ら指導。（通園） 

                                                      

3 OJT（On-the-Job Training、現任訓練）：職場で実務をさせることで行う従業員の職業教育のこと。 
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◆月に１～２回、主に食事・入浴介助職員に向けて、心理士よりかかわり

方について伝える短時間の勉強会を６月より実施中（心理） 

 

 

イ 介助（支援）についての原則 

課題：同性介助（支援）及び異性介助（支援）に関する原則と例外に関するルールは、職員に十分浸透しておらず、また、明文化もされていなか

った。 

☛改善策 

 取組内容 実施時期 令和５年度の実施状況等 

①  入浴・排泄・更衣は、同性介助・異性介助について本

人及び保護者の同意を得たうえで、複数人で行うこと

を原則とする。一対一で介助を行う場合は、同性異性

に関わらず周囲の職員に介助することを伝えたうえで

介助する。同意内容は、全職員の目に触れる児童に関

する記録を利用するなど、全職員が確実に把握できる

よう確認方法を工夫する。 

R2.6月～ 

 

◆入所児童に対して複数人介助を原則としているが、やむを得ず１対１介

助となる場合は、周囲の職員に介助と所在を伝えたうえで実施。同性介

助・異性介助に関する同意書については、同意を得て同意書回収済。（入所

棟） 

◆食事・入浴介助職員を含め、2 名の男性職員が在籍しているが、女児の

更衣・排泄・入浴等の生活介護には入らず女性職員が行っている。（生活

棟） 

◆一対一介助となる場合は周囲の職員に伝えたう 

えで介助を実施。同意書については年度当初に保 

護者から同意書回収済。（通園） 

 

ウ 職員間のコミュニケーション 

課題：センター内のコミュニケーションが十分にとれていなかった。 

☛改善策 

 取組内容 実施時期 令和５年度の実施状況等 

①  各セクションでの気づきや良かった取組みを共有し、

職位に関係なく職場への意見を発言できる機会とし

て、職員集会（仮称）を実施する。 

職員集会では、セクション間の交流について、職員が

意見を出しやすいような方法について（意見箱等）等

を話題とする。 

R2.5月～ ◆虐待防止幹事会を中心に、職員が気軽に意見を出せるよう、グーグルフ

ォームを作成。意見募集の入力フォームを作成、職員へ周知。 

◆2/22に、（管理職も参加可能な）職員集会を実施。 

◆幹事会にて、各セクション間での専門性を活かしあえる体制づくりを行

うため、各セクションの業務周知のファイルを作成した。 

②  職員ミーティングの時間を調整する等、登退庁時間の R2.4月～ ◆各セクションにおいて書面での共有やミーティングの時間帯調整、ミー
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異なる非常勤職員とも直接コミュニケーションが取れ

る工夫をする。 

ティングの複数回実施などにより工夫し実施。 

◆申し送り簿、口頭等で情報を共有し、日々の業務でもコミュニケーショ

ンを図るよう努めている。（生活棟） 

◆申し送り簿、口頭等日々の業務でも情報の共有、コミュニケーションを

図っている。月に一回小グループでの話し合いを行い、それぞれのグルー

プの取組みをキッズコーナーに掲示している。（医療棟） 

◆小児科 Drとのカンファレンスを開始した。 

カンファレンスの時間を昼間に設けることで、多くの職員で話し合える環

境をつくっている。（医療棟） 

◆Logo チャットを活用し、勤務開始時間の異なる職員にも朝の申し送り事

項が確実に伝わるようにしている（心理）。 

◆話し合いが必要な場合１３：３０から外来スタッフ全員が参加し、カン

ファレンスを行っている（外来） 

◆時短勤務職員も参加できるよう、朝会を９時開 

始に変更し、会計年度職員にはクラス内及び朝会 

ノートにて連絡事項を周知している。（通園） 

③  対人関係・組織づくりに関する研修を業務に活かすた

め、継続的に受講する。（接遇、コミュニケーション

やコーチング、チームビルディング等） 

R2年度～ ◆リスクマネジメント部会企画の研修を令和 6年 1月１１日に実施。 

◆接遇委員会による標語が掲示されている。(生活棟) 

 

④  セクション内で業務量の調整、フォローを行うため、

業務進捗状況を確認する。 

ホワイトボードにて 1日の業務内容について視覚化、

スケジュール一覧表で確認、ミーティングにて共有・

調整する等、セクション毎の業務に合わせた方法で実

施する。 

R2.4月～ ◆各セクションにおいて、ミーティング、週間スケジュール表、ワークシ

ート等を利用し業務進捗状況を確認。 

◆入所棟では、医療棟・生活棟間で、通園においてもクラス間で応援体制

を整備。 

◆ホワイトボードに係、本日の予定を書き出 

し、朝のミーティング時に共有、調整を行ってい 

る（外来） 

 

（４）施設及び設備に関すること 

ア 死角が多い構造 

課題：当センターはプライバシーや個別ケア4に配慮した構造で死角となりうる場所が多く、またバリアフリー構造で居室への経路が複数あるため、

                                                      

4 個別ケア：業務効率優先のケアではなく、ひとりひとりに寄り添ったケア。 
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虐待行為の発見が難しい環境にある。 

☛改善策 

 取組内容 実施時期 令和５年度の実施状況等 

①  散歩等で棟外に出る場合は複数名で行動する等、一対

一支援で目の届かない場所へ行かないことを原則とす

る。トイレや浴室等に職員が入室する場合は、他のス

タッフへ伝える、入口に職員の名札やカードをつける

等、所在確認の工夫をする。 

R2.2月～ ◆児童が棟外に出る際の支援については、レントゲンや歯科受診のような

他部署に人がいる場合を除いて、レクリエーションや散歩では複数名での

支援を実施。 

◆移動する場合は、ボードに職員と児童の居場所を示し可視化を心掛けて

いる。 

◆当日の勤務者や現場の状況により、複数介助が困難な場合は、他スタッ

フに声掛けを実施。 

◆介護トイレは終日使用、使用していない場合は扉をあけている。基本的

には複数対応を心掛けているが、難しい場合は周りに声かけをして支援し

ている。 

◆所在確認のボードの劣化が激しかったため、医療棟師長が新しいデザイ

ンでのボードを再作成（医療棟） 

 

②  作業場所や物品の配置場所を変更し、死角となる場所

での作業を行わない。（介助職員更衣場所の変更、脱

衣所、トイレで作業を行わない等）  

R2.2月～ ◆死角となっていた作業場所については、すべて場所を変更済。 

◆建物の構造上死角となっている各部屋で、介助、看護等を行わざるを得

ない場合は、業務に入る際に周りへの声掛けを行い、短時間での作業実施

を心掛けている。 

③  居室のドアが閉まった状態では居室内が全く視認でき

ない状況を改善するため、プライバシーも配慮しなが

ら、各ドアや窓について内外が容易に確認できるよう

に調整する。（ドアを開けておく等） 

R2.2月～ ◆居室ドアのすりガラスのシールを一部はがし、確認できるよう変更して

いる。 

◆日頃からドアを開放。プライバシーの観点から、排泄介助や着替え、処

置を行う際はスタッフに声をかけ、ドアを閉めて実施。（生活棟） 

◆付添者のプライバシーを考慮し、すりガラスのシールははがしていな

い。そのため付添者がいない場合、基本ドアは開放し、排泄介助や着替

え、処置を行う際はスタッフに声をかけ、ドアを閉めて可能な限り複数人

で実施している。（医療棟） 

◆介護トイレで男女が同時に使用する際は、カー 

テンで仕切っている。（生活棟） 

④  周囲から目が届きにくい場所への対策としては、防犯

カメラやセンサーの設置について検討中である。入所

児童や保護者の意向・専門家の意見を踏まえ、その是

R3.1月 ◆令和 3年 1月、生活棟及び医療棟のパブリックスペース等に防犯カメラ

21台を設置。 
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非を含め検討する。 

 

 イ 児童の直接支援を行う場での私用携帯電話等の撮影可能な機器の保管場所、使用についてのルールの作成及びその遵守（令和 3 年（2021 年）11 月

一部改定） 

   課題：私用の撮影可能な機器の持ち込み、使用についてルール化されていなかった。 

☛改善策 

 取組内容 実施時期 令和５年度の実施状況等 

①  入所棟、通園における私用携帯電話等の撮影可能な機

器の保管場所等について運用を定め、職員は運用を遵

守する。 

R3.11月～ ◆入所棟内に支援に必要と判断したデジタルカメラを持ち込む場合の事前

の取扱い、入所棟内における画像記録機器及びデータの取扱いを定めてい

る。 

◆入所棟職員の私用携帯電話の保管場所や使用についての運用を文書によ

り定めている。（医療棟→師長デスク横、生活棟→防犯カメラが設置してあ

るスペースの棚内）。（入所棟） 

◆勤務時間中は療育長の机上での保管に変更し、教室には持ち込まないよ

う徹底中。業務上必要になった際は、必ず上司の許可を得ることとしてい

る。また、保護者に療育活動内容を知らせるための写真・動画について

は、保護者から同意書を徴したうえで撮影している。（通園） 

◆入所棟、通園における職員の私用携帯電話の保管場所、使用について、

災害発生等の緊急時に対応可能とするため、令和 3 年 11 月に行動改善計画

の一部を改定。 

◆撮影用の公用カメラを配布。（外来） 

◆撮影するカメラは私物使用を禁止し、各クラスに配布されたカメラを使

用。（通園） 

 

 

（５）『開かれたセンター』に関すること 

ア 外部からの視点 

課題：当センター利用者の意見を広く受け入れる体制が整っておらず、組織運営が利用者の目に見えづらい状況にある。 

☛改善策 

 取組内容 実施時期 令和５年度の実施状況等 
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①  利用者の意見や助言等を把握し、対応する。 

・意見を集約する方法(意見箱や苦情受付担当、メー

ル等)を周知する。 

・幅広く集約するための意見要望用紙を作成する。 

・保護者等からの意見とその対応をセンター内で共有

し、承諾が得られたものについては掲示・公表する。 

R2.6月～ ◆保護者からの意見は、担当、看護師長より即時回答。意見や回答内容は

記録。（R5 は口頭で回答したもの 5 件うち 面会に関するもの 1 件、連絡

方法に関するもの１件、ケアに関するもの 3件） 

◆エントランス、医療棟入り口横に、意見箱の設置、用紙、筆記具を用

意。入所時に意見箱について「入院のしおり」に説明文を記載し、説明。

医療棟の意見箱については投函の確認は毎週月曜日に師長が行っている。 

◆毎週はじめに医療棟師長がチェック、今期意見箱への投函はなし。（医療

棟） 

◆保護者等からの意見とその対応をセンター内で共有し、承諾が得られた

ものについては掲示・公表する取組について要領等を定め、エントランス

ホールに掲示板を設置している。 

◆第三者評価については、令和 6 年度以降に実施に向けた検討を開始す

る。 

 

②  本行動改善計画の内容について、当センターの利用者

(児童及び保護者)に対し、個々に合わせた丁寧な説明

を行う。 

R2.5月～ ◆入所児童保護者の多くに配付又は郵送しているが、新規入所児童の多く

には、入所時に説明出来ていない。 

③  保護者の意見を踏まえ取組みを進めるため、保護者会

総会等で本行動改善計画の実施状況や児童の支援に関

する情報を共有する。 

R2年度～ ◆入所児童保護者の多くに配付又は郵送しているが、新規入所児童の多く

には、入所時に説明できていない。 

④  センターでの虐待防止等の取組みについて、ホームペ

ージなどで公表する。 

R2年度～ ◆虐待に対する行動改善計画及び令和 4 年 2 月末現在の実施状況をホーム

ページに掲載中。 

◆令和 3年 5月に定めた職員行動指針をホームペ 

ージに掲載中。 
◆虐待に対する行動計画及び令和 6 年 2 月末現在の実施状況をホームペー

ジに掲載予定。 

 

⑤  実習生、職場体験及び関係機関の見学は積極的に受け

入れ、各種行事等については地域からの参加を促進す

る。 

R2年度～ ◆県内の新型コロナウイルス感染状況を踏まえ、可能な範囲で学生の実習

を受け入れている。 

◆6月より看護学生の受け入れを行っている(入所棟) 

◆6 月より熊本保健科学大学を皮切りに実習生の受け入れ開始。実習初日

に看護師長より職員のこどもへのかかわりなど含め虐待防止の視点も含め

見ていただくよう説明（医療棟） 
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◆実習生の受け入れを行い、１１月で終了した。 

（外来） 

 


